
Ⅲ 財務の概要 

 

１ 令和２年度決算の概要 

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成 25年 4月 22日文部科学省令第 15号）

に基づき、学校法人が作成すべき計算書類は「資金収支計算書」「事業活動収支計算書」

「貸借対照表」及びこれらに付属する明細表です。なお、資金収支計算書に付属する表

として「活動区分資金収支計算書」も作成します。 

「資金収支計算書」は当会計年度の資金の流れと現状を表し、「活動区分資金収支計

算書」は３つの活動区分（教育活動・施設整備等活動・その他の活動）ごとの資金の流

れを表します。「事業活動収支計算書」は経常的及び臨時的収支に区分して、それらの

収支の均衡状態により経営状況を表し、「貸借対照表」は資産、負債及び純資産によっ

て、当該会計年度末における財政状態を表します。 
 

（１）資金収支計算書・活動区分資金収支計算書 

   当年度の資金収支は、収入・支出ともに約 465,740 千円減少し、約 2,121,288 千円

となりました。 

  活動区分ごとに見ると、学校の本業とも言える教育活動については、収入の部にお

いて、学生生徒等納付金収入が中学校・高等学校の生徒増および学費改定等により約

26,204 千円増加し、補助金収入が高等教育の修学支援新制度（「高等教育無償化」）

や新型コロナウィルス感染対策の各種補助金により 42,279千円増加し、教育活動資金

収入合計としては約 41,129 千円増加の約 971,213 千円となりました。支出の部では、

教育活動資金支出が約 10,728千円増加の約 815,727千円となり、教育活動の資金収支

差額は約 122,067 千円の収入超過となりました。これに施設整備等活動の支出超過額

約 109,360千円、その他の活動の収入超過額約 13,590千円を合わせると、翌年度繰越

支払資金は前年度より約 26,297千円増加して約 657,000千円となりました。 
 

（２）事業活動収支計算書 

    事業活動収支計算書には、負債となる借入金などは計上せず、現金を伴わない収入

である現物寄付金や、現金を伴わない支出である退職給与引当金、減価償却費などが

計上されています。事業活動収入は昨年度より約 99,270千円増加して約 1,051,745千

円となり、事業活動支出は約 57,912千円増加して約 967,078千円となりました。収支

としては、基本金組入前当年度収支差額は約 84,667千円の収入超過、基本金約 27,022

千円を組み入れた後の収支差額は約 57,645千円の収入超過となりました。これに基本

金取崩額約 695 千円を加えた翌年度繰越収支差額は約 58,340 千円増加して約 160,817

千円となりました。 
 

（３）貸借対照表 

  令和２年度末の資産総額は前年度より約 92,277千円増加して約 7,272,862千円にな

りました。 

  負債は約 7,611千円増加して約 356,787千円になりました。基本金は約 26,327千円

増加して約 6,755,258千円となり、当年度末の純資産は前年度より約 84,667千円増加

して約 6,916,075千円となりました。 



 

２ 経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

  「信愛ひらくプロジェクト」の一環としての 2018（平成 30）年度からの短期大学・中

学校、2019（令和元）年度からの高等学校の男女共学化により、学生・生徒・園児数が

増加し、2011（平成 23）年度以来 9 年ぶりの 1,000 人台に回復しました。その結果、事

業活動収入も 2012（平成 24）年度以来の 10億円台に回復し、2年連続で基本金組入前当

年度収支差額および当年度収支差額が収入超過となりました。経営改善計画の目標であ

った収支改善は一定程度達成することができましたので、今後は安定的な財務基盤の確

立が課題となります。 

  支出において大きな比重を占める人件費については、給与表の改定および定期昇給凍

結期間分の回復措置に加えて、定年退職者の増加による退職金支出の増加もあり、総額

人件費は 50,000千円強の増加となりました。人件費比率（63.1％）および人件費依存率

（117.7％）も前年度と比較して悪化しました。今年度は一時的な人件費増となりました

が、引き続き総人件費をコントロールしてまいります。 

  当学院は短期大学の 2022（令和 4）年度以降の学生募集停止を決定しました。在学生

が卒業する 2023（令和 5）年 3 月末をもって閉校することとなり、その後は、中学校・

高等学校、幼稚園を擁する学院として経営・運営することになります。１人あたりの学

生納付金単価・補助金単価が相対的に高い短期大学の存在が、学院全体の収支に与える

影響はきわめて大きいものがあります。永続的に教育活動を展開できるよう、今後の学

院のあり方にふさわしい経営規模を設定し、その達成のための中期経営計画の策定が本

年度の課題となります。 



【学校法人会計の特徴と企業会計との違い】 

 

 学校法人は、建学の精神に基づいた教育研究活動により社会に貢献できる人材を育成し、

研究成果を社会に還元することを目的としており、公教育を担う存在として高い公共性が求

められているのに対し、企業は営利の追求を目的としています。この活動目的の違いが会計

の違いにも反映されており、企業会計が営利事業の活動成果と経営状態を利害関係者（投資

家や債権者等）に開示することを目的とするのに対し、学校法人会計では教育研究活動の永

続性を図るために資金収支の顛末や収支の均衡状況、財政状況の健全性を測定・開示するこ

とを目的としています。 

 学校法人は、学生・生徒等からの納付金のほか、税金を原資とする補助金などによって収

入をまかなっている極めて公共性の高い法人であり、私立学校振興助成法において補助金の

交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準（「学校法人会計基準」）に従い、会

計処理を行い、収支計算書、貸借対照表その他の財務計算に関する書類を作成することを義

務付けられています。 

 収支計算書には資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書がありま

す。 

 資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての資金の収入及び支出の顛末

をあらわしています。平成２７年度の「学校法人会計基準」改正により、資金収支計算書の

付属表として作成されることとなった活動区分資金収支計算書は、企業会計におけるキャッ

シュフロー計算書に相当し、資金収支計算書を三つの活動（教育活動、施設設備等活動、そ

の他の活動）に区分して、活動ごとの資金の流れを明らかにすることを目的としています。 

 事業活動収支計算書は、企業会計における損益計算書と似ていますが、学校法人会計の場

合は、当該会計年度の活動に対応する事業活動収入と事業活動支出の内容、及び基本金組入

後の均衡の状態を明らかにすることを目的としているのに対し、企業会計の場合は、活動に

よって獲得した収益とそのために費やした経費及び実現した純利益を明らかにすることを

目的としています。基本金組入は、学校法人会計の大きな特徴であり、学校が保持しなけれ

ばならない資産等に係る支出額である基本金組入額を事業活動収支差額（基本金組入前当年

度収支差額）から控除し、控除後の収支（当年度収支差額）を均衡させることが求められま

す。これは公共性の高い学校法人の健全性と永続性を担保することを目的としています。 

 貸借対照表は、学校法人会計も企業会計と同様に年度末における財政状態をあらわすもの

です。 


